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改定 令和２年４月１日 

藤岡町在宅介護支援センター緑風苑 

指定居宅介護支援事業者運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人慈誠会が開設する指定介護支援事業所（名称 藤岡町在宅介護支援センタ

ー 緑風苑 以下「緑風苑事業所」という。）が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確

保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、緑風苑事業所の介護支援専門員が要介護状

態または要支援状態にある高齢者（以下「要介護者等」という。）に対し、適正な指定居宅介護

支援を提供することを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 緑風苑事業所における指定居宅介護支援の事業は、次の基本方針に従って行うものとす

る。 

（１） 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅に置いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にするように配慮して行う。 

（２） 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況。そのおかれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、

総合的かつ効率的に選択されるよう配慮して行う。 

（３） 指定居宅介護支援の提供に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービ

ス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 

（４） 事業の運営に当っては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、

介護保険施設等の連携に努める。 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第３条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１） 管理者  １名 （兼務職員） 

 管理者は、緑風苑事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

（２） 介護支援専門員 ３名 （常勤職員） 

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当る。 

（営業日及び偉業時間） 

第４条 緑風苑事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

（１）営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、１２月２９日から１月３日までを除く。 

（２）営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分とする。ただし、電話等により２４時間

常時連絡が可能な体制とする。 
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（指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額） 

第５条 緑風苑事業所の行う指定居宅介護支援の内容は次のとおりとし、介護支援専門員がその

提供に当る。 

（１） 要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望

等を勘案し、利用者する指定居宅サービス等の種類及び内容、担当する者を等を定めた居

宅サービス計画を作成する。 

（２） 居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス提供事

業者その他の者との連絡調整等を行う。 

（３） 当該要介護者が介護保健施設への入所を要する場合は、介護保健施設への紹介その便宜

の提供を行う。 

（４） その他居宅サービス計画の達成に必要な事項 

 

２ 介護支援専門員は、通常在宅介護支援センター相談室において利用者の相談を受けるものと

する。 

 

３ 介護支援専門員は、介護サービス計画の作成に当っては、三団体方式等に基づく課題分析票

を用いて行うものとする。 

 

４ 介護支援専門員は、介護サービス計画の原案に位置づけたサービスについての調整等を図る

為、原則、契約者の居宅にて、当該サービスの担当者を招集してサービス担当者会議を開催す

るものとする。またサービス担当者会議は初回時、更新・区分変更時、状態変化時に開催する。 

 

５ 介護支援専門員は、第１号各号に規定する指定居宅介護支援を行う為、１月に１度以上利用

者を訪問するものとする。 

 

６ 指定居宅介護支援の利用料の額は、厚生省の定める告示上の額とし、当該指定居宅介護支援

が法定代理受領サービスであるときは利用料を徴しない。 

 

７ 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した経費は、その実費を徴

収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。 

（１） 緑風苑事業所から、片道おおむね１０キロメートル未満 ２００円 

（２） 緑風苑事業所から、片道おおむね１０キロメートル以上 ４００円 

 

８ 前項の費用に支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した

上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けるものとする。 
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（通常の事業の実施地域） 

第６条 通常の事業の実施地域は栃木市、小山市、佐野市とする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第７条 緑風苑事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図る為の研修の機会を次の通り設ける

ものとする。 

（１） 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

（２） 持続研修   年２回 

２ 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であったものに、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容

とする。 

４ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人慈誠会と緑風苑事業所の

管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附則 

 

この規程は、平成１２年１月１日から施行する。 

この規程は、平成１８年１０月１日から施行する。 

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


